
JP 2009-189570 A 2009.8.27

10

(57)【要約】
【課題】装着者の病状を、遠隔に位置する基地局と通信
リンクを確立することなく、心電図等からリアルタイム
にしかもより的確に解析するリアルタイム病状解析シス
テム及び方法を提供する。
【解決手段】被験者に装着された心電センサデバイス２
により、心電データと体温データと加速度データとをそ
れぞれ連続して検出し、検出した心電データと体温デー
タと加速度データとをそれぞれ無線信号化してこれを心
電センサデバイス２から被験者に装着された解析装置３
へ送信し、さらに解析装置が受信した無線信号に含まれ
ている心電データと体温データと加速度データとに基づ
いて現時点における病状を識別する。
【選択図】図１



(2) JP 2009-189570 A 2009.8.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心電図を連続して検出する心電検出手段と、体温を連続して検出する体温検出手段と、
体動を連続して検出する加速度検出手段と、上記検出された心電データと体温データと加
速度データとをそれぞれ無線信号化して送信する無線通信手段とを有する、被験者に装着
される心電センサデバイスと、
　上記心電センサデバイスから送信されてきた無線信号を受信する受信手段と、上記受信
手段により受信した無線信号に含まれている上記心電データと上記体温データと上記加速
度データとに基づいて現時点における病状を識別する病状識別手段とを有する、被験者に
装着される解析装置とを備えること
　を特徴とするリアルタイム病状解析システム。
【請求項２】
　上記解析装置は、上記病状識別手段により病状が異常と識別された場合には、被験者に
対してこれを通知する通知手段を更に備えること
　を特徴とする請求項１記載のリアルタイム病状解析システム。
【請求項３】
　上記解析装置は、上記通知手段により病状の異常が通知された後、更に被験者の意識の
有無を判別する意識判別手段と、上記意識判別手段により被験者が無意識であることを判
別された場合に所定の電話番号を自動的にダイヤルする自動ダイヤル手段と、所定のメッ
セージ音声を予め記憶する音声記憶手段と、上記自動ダイヤル手段によりダイヤルされて
通話状態に移行した後に上記記憶手段に記憶されているメッセージ音声を読み出してこれ
を再生する音声再生手段とを更に備えること
　を特徴とする請求項２記載のリアルタイム病状解析システム。
【請求項４】
　上記解析装置は、現時点における上記解析装置の位置情報を取得してこれを通知する位
置情報取得手段を更に備えること
　を特徴とする請求項３記載のリアルタイム病状解析システム。
【請求項５】
　上記解析装置は、上記意識判別手段により被験者が無意識であることを判別された場合
に、上記心電センサデバイスに対して新たな医療データの送信を要求するデータ要求手段
を更に備え、
　上記心電センサデバイスは、上記データ要求手段による医療データの送信要求を受けて
、上記検出される心電データと体温データと加速度データの何れか１以上を新たに取得し
、これらを医療データとして上記無線通信手段を介して無線信号化して上記解析装置へ送
信し、
　上記解析装置は、更に上記受信手段を介して上記心電センサデバイスから医療データを
受信し、これを端末装置へ送信する医療データ送信手段をさらに備えること
　を特徴とする請求項３又は４記載のリアルタイム病状解析システム。
【請求項６】
　上記心電センサデバイスは、上記心電データからＱＲＳ間隔を抽出するＱＲＳ間隔抽出
手段を備え、
　上記解析装置は、上記心電センサデバイスから送信されてきたＱＲＳ間隔に基づいて病
状を識別すること
　を特徴とする請求項１～５のうち何れか１項記載のリアルタイム病状解析システム。
【請求項７】
　上記心電センサデバイスは、上記心電データからＲＲ間隔を抽出するＲＲ間隔抽出手段
を備え、
　上記解析装置は、上記心電センサデバイスから送信されてきたＲＲ間隔に基づいて心拍
数を算出し、更にこの算出した心拍数に基づいて病状を識別すること
　を特徴とする請求項１～６のうち何れか１項記載のリアルタイム病状解析システム。
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【請求項８】
　被験者に装着された心電センサデバイスにより、心電データと体温データと加速度デー
タとをそれぞれ連続して検出するデータ検出ステップと、
　上記検出した心電データと体温データと加速度データとをそれぞれ無線信号化して、こ
れを上記心電センサデバイスから、被験者に装着された解析装置へ送信する送信ステップ
と、
　上記解析装置が受信した無線信号に含まれている上記心電データと上記体温データと上
記加速度データとに基づいて現時点における病状を識別する病状識別ステップとを有する
こと
　を特徴とするリアルタイム病状解析方法。
【請求項９】
　上記病状識別ステップにおいて病状が異常と識別した場合には、被験者に対してこれを
通知する通知ステップを更に有すること
　を特徴とする請求項８記載のリアルタイム病状解析方法。
【請求項１０】
　通知ステップにおいて病状の異常を通知した後、更に被験者の意識の有無を判別する意
識判別ステップと、
　上記意識判別ステップにより被験者が無意識であることを判別した場合に所定の電話番
号を自動的にダイヤルする自動ダイヤルステップと、
　上記自動ダイヤルステップによりダイヤルして通話状態に移行した後に、上記所定のメ
ッセージ音声が予め記憶された記憶部から上記メッセージ音声を読み出してこれを再生す
る音声再生ステップとを更に有すること
　を特徴とする請求項９記載のリアルタイム病状解析方法。
【請求項１１】
　現時点における上記解析装置の位置情報を取得してこれを通知する位置情報取得ステッ
プを更に有すること
　を特徴とする請求項１０記載のリアルタイム病状解析方法。
【請求項１２】
　上記意識判別ステップにおいて被験者が無意識であることを判別した場合に、上記心電
センサデバイスに対して新たな医療データの送信を要求するデータ要求ステップと、
　上記データ要求ステップにおいて新たな医療データの送信要求を受けて、上記心電セン
サデバイスにより心電データと体温データと加速度データの何れか１以上を新たに取得し
、これらを医療データとして無線信号化して上記解析装置へ送信し、上記医療データを受
信した解析装置を介して端末装置へこれを送信する医療データ伝送ステップとを更に有す
ること
　を特徴とする請求項１０又は１１記載のリアルタイム病状解析方法。
【請求項１３】
　上記心電センサデバイスにおいて上記心電データからＱＲＳ間隔を抽出するＱＲＳ間隔
抽出ステップとを更に有し、
　上記病状識別ステップでは、上記心電センサデバイスから送信されてきたＱＲＳ間隔に
基づいて病状を識別すること
　を特徴とする請求項８～１２のうち何れか１項記載のリアルタイム病状解析方法。
【請求項１４】
　上記心電センサデバイスにおいて、上記心電データからＲＲ間隔を抽出するＲＲ間隔抽
出ステップを有し、
　上記病状識別ステップでは、上記心電センサデバイスから送信されてきたＲＲ間隔に基
づいて心拍数を算出し、更にこの算出した心拍数に基づいて病状を識別すること
　を特徴とする請求項８～１３のうち何れか１項記載のリアルタイム病状解析システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、装着者の病状を心電図等からリアルタイムに解析する際に好適なリアルタイ
ム病状解析システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心機能の測定等は、被験者の体表に生じる電圧の変化を記録した心電図により行われる
。心電図を取得する場合、銀、塩化銀等からなる電極を被験者の胸部等に粘着剤によって
貼着したり、減圧を利用して体表に吸着させたりすることで固定し、各電極から取得され
る信号を増幅器を介して増幅し、記録紙上に印刷し、若しくはディスプレイ上に表示する
。
【０００３】
　特にこの心電図を測定するための心電計は、心疾患の診断指標として幅広く用いられて
いる。従来においては、心電波形を測定する測定機器と表示する表示機器がそれぞれ独立
し、それぞれ機器がＬＡＮ（Local Area Network）等の通信手段により接続され、測定し
ている機器とは異なる機器を介して心電波形を表示し、観察するシステムが提供されてい
る。
【０００４】
　図８に心電図表示システム７の一例を示す。この心電図表示システム７では、心電波形
を心電計７１により測定し、測定した心電波形を端末装置７２による制御の下で表示装置
７３に表示する。心電波形を測定する心電計７１と、表示装置７３に測定データを表示さ
せるための処理を行う端末装置７２とが通信ケーブル７４により接続されている。このた
め、心電計７１は、心電波形を測定するための機能と測定した測定データを通信プロトコ
ルに基づいて送信する送信機能を備えている。また、端末装置７２は、心電計７１から送
られてきた測定データを受信する受信部８１を有する。この受信部８１は測定データの受
信をこの端末装置７２の動作を制御する制御部８５に通知する。制御部８５は、この通知
を受けて蓄積メモリ８２のアドレス指定を行い、これに測定データを蓄積させる。制御部
８５は、蓄積メモリ８２にある一定以上の測定データが蓄積された後に、測定データの読
み出しを行い、変換部８３は、測定データをグラフィック表示に対応したデータに変換し
て画像メモリ８４へ出力する。そして、この画像メモリ８４から読み出された画像データ
は、表示装置７３において心電図波形として出力される。
【０００５】
　上述した従来の心電図表示システムに加え、特に近年においては、ホルター心電計等の
携帯型心電計を利用した心電図の出力方法も提案されている。この携帯型心電計は、健康
診断等における短時間の測定から、不整脈などの症状を呈する被験者に対する長時間の測
定等に利用される。また、患者に時々生じる心臓の発作を記録したり、１日当たりの心臓
の発作の回数を測定したり、或いは数時間周期で変動する生体リズムの研究や、自律神経
活性から突然死の予測等にも利用される。この携帯型心電計は、昼夜を問わず２４時間か
ら数日間連続して心電図を記録する必要が有るところ、被験者の心拍を定期的に測定して
、メモリに記憶させる。また、心電図を再生する際には、メモリに記憶された心電データ
を読み出し、専用の解析装置を介して再生し、心臓機能の診断を行う。
【０００６】
　特にこの携帯型心電計は、小消費電力と被験者の負担軽減を図るため、小型化、軽量化
、省電力化されてきている。その結果、半導体メモリやデジタル信号処理等、デジタル技
術を取り入れた超小型でしかも軽量で低消費電力の心電計も提案されている。
【特許文献１】特開２００２－１４３０９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、このような携帯型心電計を用いた診断システムでは、上述したように一度心
電図をメモリに記憶させた後、事後的にこれを読み出して解析することを前提としている
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。これは、被験者の心電図を連続的にリアルタイムに監視することができないことを意味
している。上述した心電図表示システム７によれば確かにリアルタイムな心電図測定を実
現することができるが、心電計７１と端末装置７２とが通信ケーブル７４により接続され
ており、あくまで集中治療室等で使用されることを前提としており、日常生活における心
電図を測定することについて適さない。
【０００８】
　従って、携帯型心電計について、リアルタイムに心電図を取得してこれを解析できるシ
ステムを提供する必要があった。特にこのリアルタイムな心電図解析は、被験者の病状を
常時識別し、病院への搬送が必要な場合には、これを被験者に自動的に促すこともできる
ことから、その実現化への要望は高まっている。特に被験者が突然の心臓発作等で倒れた
ときには、被験者自身が１１９番へ通報する代わりに、自動通報するシステムも提供する
必要があった。このとき、誤って自動通報がなされないようにするために、被験者の病状
をより精度よく識別する必要があるが、これについても従来において案出されるに至らな
かった
【０００９】
　なお、従来においては、例えば特許文献１に示すように、循環器系疾病の発症の危険性
を予知して利用者に疾病発症の危険性を自覚させ、適切な診療を受けることを促す疾病発
症予知通報システムが提案されている。この疾病発症予知通報システムでは、図９に示す
ように、被験者に装着されたデータ計測部９２により計測された生体データは、データ通
信部９３を介してヘルスケアサービスセンター９４へ送信される。このヘルスケアサービ
スセンター９４では、送信されてきた生体データを解析して所定のスコアデータを算出し
、予め生体データベース９５に格納された判定用スコアリングテーブルに蓄積された利用
者の判定スコアデータと比較し、疾病予知レベルをデータ計測部９２へと通報する。
【００１０】
　しかしながら、この特許文献１の開示技術では、生体データの解析をあくまでヘルスケ
アサービスセンター９４において行うことを前提としており、このヘルスケアサービスセ
ンター９４に対しては、データ通信部９３を介して携帯電話やＰＨＳ（Personal Handy-p
hone System）等により通信しなければならない。このため、リアルタイムな生体データ
の伝送を行うためには、データ通信部９３により常時ヘルスケアサービスセンター９４に
対して通信リンクを確立する必要があり、通信コストが上昇し、システム全体の効率につ
いて改善の余地があった。また、この特許文献１では、心電データに加えて、体温や体動
等のデータをいかに取り込んで解析するかについて言及がなされておらず、被験者の病状
をより的確に判断することができるか否か明確化されていない。
【００１１】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とすると
ころは、装着者の病状を、遠隔に位置する基地局と通信リンクを確立することなく、心電
図等からリアルタイムにしかもより的確に解析することができ、必要な場合には１１９番
へ自動通報することができるリアルタイム病状解析システム及び方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者は、上述した課題を解決するために、被験者に装着された心電センサデバイス
により、心電データと体温データと加速度データとをそれぞれ連続して検出し、検出した
心電データと体温データと加速度データとをそれぞれ無線信号化してこれを心電センサデ
バイスから被験者に装着された解析装置へ送信し、さらに解析装置が受信した無線信号に
含まれている心電データと体温データと加速度データとに基づいて現時点における病状を
識別するリアルタイム病状解析システム及び方法を発明した。
【００１３】
　本発明を適用したリアルタイム病状解析システムは、心電図を連続して検出する心電検
出手段と、体温を連続して検出する体温検出手段と、体動を連続して検出する加速度検出
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手段と、上記検出された心電データと体温データと加速度データとをそれぞれ無線信号化
して送信する無線通信手段とを有する、被験者に装着される心電センサデバイスと、上記
心電センサデバイスから送信されてきた無線信号を受信する受信手段と、上記受信手段に
より受信した無線信号に含まれている上記心電データと上記体温データと上記加速度デー
タとに基づいて現時点における病状を識別する病状識別手段とを有する、被験者に装着さ
れる解析装置とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明を適用したリアルタイム病状解析方法は、被験者に装着された心電センサデバイ
スにより、心電データと体温データと加速度データとをそれぞれ連続して検出するデータ
検出ステップと、上記検出した心電データと体温データと加速度データとをそれぞれ無線
信号化して、これを上記心電センサデバイスから、被験者に装着された解析装置へ送信す
る送信ステップと、上記解析装置が受信した無線信号に含まれている上記心電データと上
記体温データと上記加速度データとに基づいて現時点における病状を識別する病状識別ス
テップとを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　上述した構成からなる本発明では、単に心電データのみならず、加速度データや体温デ
ータと組み合わせて被験者の病状を判定することが可能となる。このため、被験者の病状
をより的確に判断することが可能となる。
【００１６】
　また、本発明では、この被験者の病状の判断を、被験者の腰近傍に取り付けた解析装置
４において行うこととし、解析の都度、携帯電話等により公衆通信網を介して他のデバイ
スにアクセスする必要もなくなることから、リアルタイムな解析により適したシステムと
なっている。そして、このリアルタイムな解析の中で特に被験者に異常があったときのみ
、意識がある場合には被験者自身が自ら通報すればよく、必要最小限の通信量で処理する
ことが可能となる。また、本発明では、心電センサデバイスに対しては、各種データの検
出や、ＱＲＳ間隔の抽出等の極めて軽い処理を担わせ、被験者の病状の識別や通報等の負
荷の重い処理を解析装置に担わせる。その結果、心電センサデバイスの小型化、軽量化を
図ることができ、被験者が心臓近傍にこれを取り付ける際の負担を最小限に抑えることが
可能となる。
【００１７】
　しかも本発明によれば被験者が無意識状態に陥った場合においても自動的に通報するこ
とができ、特に被験者が１人暮らしで、家族による発見が期待できない場合において、よ
り大きな効果を奏することになる。
【００１８】
　このため、本発明では、特に被験者の心電をリアルタイムに検出するというよりも、む
しろ被験者の病状で特に救急治療が必要か否かをリアルタイムに監視することが可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態として、装着者の病状を心電図等からリアル
タイムに解析するリアルタイム病状解析システムについて、図面を参照しながら詳細に説
明する。
【００２０】
　本発明を適用したリアルタイム病状解析システムは、例えば図１に示すように心電セン
サデバイス２と、解析装置４とを備えている。このリアルタイム病状解析システム１を構
成するに心電センサデバイス２と、解析装置４は、それぞれ被験者３に装着されることを
前提としている。
【００２１】
　心電センサデバイス２は、被験者３の心電図を初めとした各種生体データを検出するた
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めのデバイスであり、特に被験者３の胸部近傍に装着される。解析装置４は、心電センサ
デバイス２との間で無線通信可能とされており、被験者３の腰部近傍に装着される。この
解析装置４は、主として心電センサデバイス２から送信されてきた生体データに基づいて
被験者の病状を識別し、必要な場合には医療機関等に対して自動通報する役割を担う。
【００２２】
　図２は、本発明を適用したリアルタイム病状解析システム１を構成する心電センサデバ
イス２並びに解析装置４のブロック構成図である。
【００２３】
　心電センサデバイス２は、不感電極２１と、負電極２２と、正電極２３とからなる心電
検出部２７と、この心電検出部２７に接続されている増幅回路２４と、増幅回路２４に接
続されているフィルタ回路２５と、体温を検出するための温度センサ２６と、体動を検出
する加速度センサ２８と、フィルタ回路２５、温度センサ２６、加速度センサ２８にそれ
ぞれ接続されている第１の制御部２９とを備え、この第１の制御部２９には、第１の無線
回路３０、アンテナ３１が順次接続されている。
【００２４】
　解析装置４は、心電データ受信処理部３５と、情報通信部３６の大きく分類して２つの
ユニットに分かれる。
【００２５】
　心電データ受信処理部３５は、アンテナ４１と、このアンテナ４１に接続された第２の
無線回路４２と、第２の無線回路４２に接続された第２の制御部４３と、それぞれ第２の
制御部４３に接続されるフラッシュメモリ４４並びにＩ／Ｆ回路４５と、アラーム通知表
示部４６と、アラーム通知ブザー４７と、アラーム通知振動モーター４８とを備えている
。
【００２６】
　また、情報通信部３６は、表示部５１と、ＧＰＳ（Global Positioning System）機能
部５２と、音声記憶メモリ５３と、自動ダイヤル部５４とを備えている。
【００２７】
　心電検出部２７は、負電極２２と正電極２３の２つを測定電極とし、不感電極２１の計
３個の電極によりいわゆる双極誘導に基づいて心電図を検出する。この方法では、各電極
により検出された筋電位信号に重畳しているノイズを効果的に抑制することができる。こ
れら電極２１～２３を心臓付近に配置することにより、心筋の動きに応じた電位を拾い上
げることが可能となる。この心電検出部２７を構成する各電極２１～２３により検出され
た電位は、増幅回路２４へと出力される。
【００２８】
　増幅回路２４は、心電検出部２７から送られてきた電位を増幅する。心電検出部２７に
より検出した心筋活動に基づく電位は非常に低い信号であるため、これを十分に抽出する
ことができる程度の信号強度まで増幅する。
【００２９】
　フィルタ回路２５は、増幅回路２４から出力されてきた信号についてフィルタリング処
理を施す。このフィルタ回路２５は、かかる信号に含まれている不要な成分やノイズを除
去する。このフィルタ回路２５によりフィルタリング処理が施された信号は、心電データ
として第１の制御部２９へと送信される。
【００３０】
　温度センサ２６は、熱電対、白金測温抵抗体、サーミスタ等のような接触式のセンサで
ある。この温度センサ２６を被験者の体に装着することにより、当該被験者の現時点にお
ける体温をリアルタイムに検出することが可能となる。温度センサ２６により検出された
体温データは、第１の制御部２９へと送信される。
【００３１】
　加速度センサ２８は、ばねに取り付けた重りが変位する量を測り、当該重りにかかる加
速度を推定するセンサである。この加速度センサ２８としては、例えば、３軸加速度セン
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サ等を適用してもよく、加速度検知機構を半導体プロセスで作るＭＥＭＳ（micro eletro
 mechanical systems）センサで構成するようにしてもよい。この加速度センサ２８を被
験者に装着することにより、当該被験者の体動を連続して検出することが可能となる。こ
の加速度センサ２８により検出された加速度データは、第１の制御部２９へと送信される
。
【００３２】
　第１の制御部２９は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）であり、心電センサデバイ
ス２内において内蔵されている全ての構成要素を制御するためのいわゆる中央演算ユニッ
トである。この第１の制御部２９には、フィルタ回路２５から送られてくる心電データ、
温度センサ２６から送られてくる体温データ、加速度センサ２８から送られてくる加速度
データをそれぞれＡＤ変換する機能も実装されているものとする。この第１の制御部２９
は、このＡＤ変換した心電データ、体温データ、加速度データの全てを第１の無線回路３
０へと出力する。またこの第１の制御部２９は、必要な場合には、心電データの波形を抽
出した後、これを第１の無線回路３０へと出力する。また、第１の制御部２９は、第１の
無線回路３０を介した解析装置４間の無線通信を制御する。
【００３３】
　なお、この第１の制御部２９を構成するＣＰＵは、被験者の胸部近傍に取り付けられる
心電センサデバイスの制約上、できるだけ負荷を軽くする必要があることから８～１６ビ
ット以下の処理量で構成することが望ましい。
【００３４】
　第１の無線回路３０は、第１の制御部２９から送信されてきた心電データ、体温データ
、加速度データのそれぞれについて所定の決められた様式に基づいて符号化し、パケット
データを生成する。このパケットデータは、ヘッダとデータからなるフレームが連続する
構造とされており、データ部分に心電データ、体温データ、加速度データがそれぞれ書き
込まれた構成となる。この第１の無線回路３０において符号化されたデータは第１のアン
テナ３１を介して解析装置４へと送信されることになる。
【００３５】
　ちなみに、この第１の無線回路３０は、解析装置４から送られてきた信号をアンテナ３
１を介して受信し、これを復号化して第１の制御部２９へ送信することも実行する。
【００３６】
　解析装置４を構成する第２の無線回路４２は、アンテナ４１を介して心電センサデバイ
ス２からの無線データを受信し、これを復号化する。ちなみに、この第１の無線回路３０
と、第２の無線回路４２とは、IEEE802.15.6の方式に基づいて無線通信するようにしても
よい。IEEE802.15.6の方式は、既存の無線方式よりも低電力で動作することを目標とした
物理レイヤとMACレイヤを有するものである。なお無線通信方式はこれに限定されるもの
ではなく、BLUE TOOTH: IEEE802.15.1や ZigBee: IEEE802.15.4等を適用するようにして
もよい。
【００３７】
　第２の無線回路４２は、復号化することで得られた心電データ、体温データ、加速度デ
ータを、それぞれ第２の制御部４３へ送る。ちなみに、この第２の無線回路４２は、第２
の制御部４３による制御の下でデータを無線パケット化して、これをアンテナ４１を介し
て心電センサデバイス２へと送信する機能をも担うことになる。
【００３８】
　第２の制御部４３は、ＣＰＵ等で構成され、解析装置４全体を制御するためのいわゆる
中央演算ユニットである。この第２の制御部４３には、図示しないＲＯＭ（Read Only Me
mory）やＲＡＭ(Random Access Memory)も内蔵されている。ＲＯＭは、解析装置４全体の
ハードウェア資源を制御するためのプログラムが格納されている。また、ＲＡＭは、デー
タの蓄積や展開等に使用する作業領域として使用され、解析装置４全体のハードウェア資
源を制御するときの各種命令を一時的に記憶する。第２の制御部４３は、第２の無線回路
４２を介した心電センサデバイス２との無線通信を制御する。また、この第２の制御部４
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３では、無線回路４２から送信されてきた心電データ、体温データ、加速度データのノイ
ズ除去処理等をも行う。この第２の制御部４３では、第２の無線回路４２から送信されて
きた心電データ、体温データ、加速度データに基づいて、被験者の現時点における病状を
識別する。そして、この第２の制御部４３は、この識別した被験者の病状から緊急度、即
ち、救急医療が必要か否かを判別し、この緊急度に応じて後述するアラーム通知ブザー４
７により被験者本人に注意喚起をし、更に被験者本人の意識が無い場合には、１１９番等
への自動通報を行うよう、後述する情報通信部３６へ指示する。
【００３９】
　フラッシュメモリ４４は、書き換え可能であり、電源を切ってもデータが消えない不揮
発性半導体メモリである。フラッシュメモリ４４は、この第２の制御部４３による解析デ
ータを格納する。
【００４０】
　Ｉ／Ｆ回路４５は、心電データ処理部３５と、情報通信部３６とを接続するための回線
制御回路等により構成される。このＩ／Ｆ回路４５は、第２の制御部４３からの各種命令
に変換処理を施してこれを情報通信部３６へと送出するとともに、情報通信部３６からデ
ータを受信した場合にはこれに所定の変換処理を施してこれを第２の制御部４３へ送信す
る。
【００４１】
　アラーム通知表示部４６は、例えば液晶パネル等から構成され、第２の制御部４３によ
る制御の下、被験者に対して所定の情報を表示する。
【００４２】
　アラーム通知ブザー４７は、被験者に対して注意喚起するための効果音を発生させるブ
ザーであり、第２の制御部４３による制御の下で効果音を発生させる。
【００４３】
　アラーム通知振動モーター４８は、第２の制御部４３による制御の下で振動する、いわ
ゆるバイブレータ等である。
【００４４】
　情報通信部３６は、携帯電話やＰＨＳ等のようないわゆる携帯情報端末で構成され、ネ
ットワークを通じて情報を送受信可能なデバイスとして構成される。この情報通信部３６
は、心電データ受信処理部３５との間で着脱自在に装着可能とされていてもよいし、或い
は携帯情報端末と同一の機能が心電データ受信処理部３５と着脱不能に一体化されて一つ
の解析装置４として構成されていてもよい。この情報通信部３６は、表示部５１により被
験者に対して情報を表示し、また、ＧＰＳ機能部５２により、現時点における解析装置４
の位置情報を取得して、これを送信する。さらに、この情報通信部３６は、被験者の各種
情報や、現時点において被験者が救急医療を必要としている旨を音声データとして音声記
憶メモリ５３に記憶し、また、必要な場合には、自動ダイヤル部５４を介して１１９番等
に自動的に通報できるシステムを実装している。但し、これら情報通信部３６の各構成要
素は、それぞれ第２の制御部４３により制御されることが前提となる。
【００４５】
　次に、本発明を適用したリアルタイム病状解析システム１の動作について説明をする。
【００４６】
　図３は、本発明を適用したリアルタイム病状解析システム１の動作フローを示している
。先ず、ステップＳ１１において心電検出部２７により心電図を検出する。またステップ
Ｓ１２において、加速度センサ２８により被験者の体動を検出する。ステップＳ１３にお
いて、温度センサ２６により被験者の体温を検出する。これらステップＳ１１～Ｓ１３の
各プロセスは連続して、しかも互いに並行して行われる。検出した心電データ、体温デー
タ、加速度データは、それぞれ第１の制御部２９に送られる。このとき、ステップＳ１４
において第１の制御部２９は、心電データから波形抽出を行う。
【００４７】
　図４は、通常の心電の基本波形を示している。心拍一回ごとに心電図に現れる波形は、
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大きくＰ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ波の５つの波で構成されている。中でもＱ、Ｒ、Ｓ波は一括し
てＱＲＳ波と呼ばれる。
【００４８】
　ここでＰ波は、心房が収縮するときの波形であり、心房の電気的興奮を反映する波であ
る。正常では右心房、左心房ともほぼ同時に収縮するため単一の波として記録される。ま
た、ＱＲＳ波は、心室が収縮するときの波形を表したものである。更にＴ波は、心臓が収
縮し終わって元に戻るときの波形であり、興奮した心室の心筋細胞が再分極する過程を反
映した波である。
【００４９】
　また、ＰＱ時間は、Ｐ波からＱ波までの時間を、また、ＱＲＳ間隔は、Ｑ波からＳ波ま
での時間を、またＱＴ時間は、Ｑ波からＴ波までの時間を示している。更にＲＲ間隔は、
Ｒ波のピーク位置の間隔を示しており、この値から心拍数を求めることが可能となる。一
般に心電図の正常範囲としては、ＰＱ時間が０．１２～０．２２秒であり、ＱＲＳ間隔が
０．０８～０．１１秒であり、ＱＴ時間が０．３２～０．４４秒であり、ＲＲ間隔が０．
７５～１．０秒である。例えば、不整脈の中でも最も緊急度の高いものは心停止及び心室
細動等であり、心拍数（ＲＲ間隔）を検出することでも判定可能である。
【００５０】
　ステップＳ１４において、第１の制御部２９は、上述の如き波形からなる心電データを
ＡＤ変換し、さらにこの心電データから、各Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ波の振幅変化と振幅の時
間変化を算出する。そして、この検出した各Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ波の振幅に対して予め設
定された閾値を超えたデータの時間間隔を抽出する。以下、このステップＳ１４における
データ抽出の詳細について図５、６を用いて説明をする。
【００５１】
　先ず図５に示すように、予め設定した閾値Ａを設定しておく。この閾値Ａは、あくまで
心電波形におけるＲ波を検出するためのものである。この閾値Ａは、後述する基線を基準
とした値で表される。即ち、この閾値ＡをＲ波のピーク位置よりもやや低く設定しておく
ことにより、この閾値Ａ以上となる心電波形は、Ｒ波であることを識別することが可能と
なる。このようにして閾値Ａ以上のＲ波を検出し、ＲＲ間隔を求めるとともに、そこから
心拍数を導出する。
【００５２】
　また、第１の制御部２９は、サンプリングパルスを所定間隔で発生させ、心電波形を所
定間隔で取り込んでいく。そして、この波形振幅の変化ΔＢを識別する。即ち、サンプリ
ングパルスが所定間隔とされていることから、この波形振幅の変化ΔＢを所定の時間毎に
得ることが可能となる。例えば図５に示すように、時刻Ｔｍから時刻Ｔｍ－１に至るまで
の波形の１サンプリング間隔ΔＴにおける波形振幅の変化をΔＢｍとする。このΔＢｍは
、Ｂ（Ｔｍ）－Ｂ（Ｔｍ－１）により表される。また、例えば、時刻Ｔｎから時刻Ｔｎ－

１に至るまでの波形の１サンプリング間隔ΔＴにおける波形振幅の変化をΔＢｎとする。
このΔＢｎは、Ｂ（Ｔｎ）－Ｂ（Ｔｎ－１）により表される。これら算出された波形振幅
の変化ΔＢと予め設定した閾値Ｂｓとを比較し、振幅変化ΔＢが閾値Ｂｓを下回る場合に
は、何ら振幅の無い区間であることを識別することが可能となる。これに対して、振幅変
化ΔＢが閾値Ｂｓを超える場合には、各Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ波の何れかを検出することが
できたことを意味する。
【００５３】
　第１の制御部２９は、先ず基線のキャリブレーションを行う。この基線のキャリブレー
ションでは、振幅変化ΔＢが閾値Ｂｓを下回る区間を抽出する。図６(a)は、この振幅変
化ΔＢが閾値Ｂｓを下回る区間を四角い枠で囲っている。このキャリブレーションにおい
ては、四角い枠で囲ったΔＢが閾値Ｂｓを下回る区間を抽出し、その平均値を求めること
により、基線の補正を行う。この基線を求めることにより、ＲＲ間隔を求めるための閾値
Ａが定まることになる。
【００５４】
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　また図６(b)は、ＲＲ間隔を求める例を示している。閾値Ａを超える区間を検出し、そ
の間隔をＲＲ間隔としている。また、図６(c)は、ΔＢが閾値Ｂｓを超える区間を検出し
た例を示している。この図６(c)における区間において、この図６(b)のデジタルデータと
、図６(c)のデジタルデータとが互いにＡＮＤの関係になるパルスを識別し、その識別し
たパルス幅をＱＲＳ間隔として認定する。図６(d)は、認定したＱＲＳ間隔の例を示して
いる。
【００５５】
　このＱＲＳ間隔を検出するためのフローチャートを図７に示す。
【００５６】
　先ずステップＳ４１において、心電波形をサンプリング間隔毎に取り込み、ステップＳ
４２においてΔＢを順次求める。次にステップＳ４３へ移行し、波形振幅検出を行う。こ
のステップＳ４３においては、図６(c)に示すようなΔＢが閾値Ｂｓを超える区間を検出
することになる。
【００５７】
　次にステップＳ４４へ移行し、波形振幅の最大値が閾値Ａ以上となるか否かを識別する
。仮に波形振幅の最大値が閾値Ａ以上であれば、図６(b)のデジタルデータと、図６(c)の
デジタルデータとが互いにＡＮＤの関係になるパルスに相当することになり、ＱＲＳ間隔
に相当することを意味している。特に緊急医療を必要とする場合には、このＱＲＳ間隔が
最も重要になるため、ＱＲＳ間隔にあるものと判定した場合には、ステップＳ４５へ移行
して処理を継続する。これに対して、このステップＳ４４においてＱＲＳ間隔にあるもの
と判定できなかった場合には、ステップＳ４６に移行してデータを破棄するようにしても
よい。これにより、解析装置４との間での通信の負荷を軽減でき、処理量も低減できるこ
とからシステム全体の効率化を図ることが可能となる。これらの処理は、心電波形を連続
的に取り込みながら、それぞれの波形に対して実行されることから、異常波形を取りこぼ
すことなく、迅速に異常を検知することが可能となる。
【００５８】
　図３の説明に戻る。第１の制御部２９は、ステップＳ１４において心電波形を抽出した
後、これを第１の無線回路３０へと送出し、この心電データは、加速度データ、体温デー
タとともに無線通信パケット化されて解析装置４へと送信される。第２の制御部４３は、
心電データは、加速度データ、体温データを受信して以下のステップＳ１５以降の処理を
実行する。
【００５９】
　ステップＳ１５では、ステップＳ１４において抽出した心電データにおけるＱＲＳ間隔
の判定を行う。この判定においては、ＱＲＳ間隔が、予め設定した最適範囲を超えるか否
かに基づいて行う。その結果、ＱＲＳ間隔が、予め設定した最適範囲を超える場合には、
異常であるものと判定して、ステップＳ２３へ移行し、被験者本人に対して異常を通知す
る。この異常の通知は、アラーム通知表示部４６を介したユーザへの視覚的な表示、アラ
ーム通知ブザー４７による音声による通知、アラーム通知振動モーター４８による振動、
又はこれらの組み合わせによって実行するようにしてもよい。被験者は、この異常通知を
受けて、医療機関に連絡をし、或いは医療機関に直接足を運び、医師の指示を仰ぐことに
なる。ちなみに、このステップＳ１５をＱＲＳのみ独立して判断するのではなく、ステッ
プＳ１７と組み合わせて心電図の異常の有無を判定するようにしてもよい。
【００６０】
　これに対して、このステップＳ１５においてＱＲＳ間隔が正常であるものと判定した場
合には、特段処理を行うことなくステップＳ１１からのフローを継続して実行する。
【００６１】
　また、ステップＳ１６では、加速度データに基づいて心拍の閾値を設定する。この心拍
の閾値の設定は、カルボーネン法に基づいて目標心拍数とするようにしてもよい。
【００６２】
　ステップＳ１７においては、このステップＳ１６において設定した閾値に基づいて心拍
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数の判定を行う。この心拍数の判定は、心電データにおけるＲＲ間隔に基づいて算出した
心拍数が、ステップＳ１６において設定した閾値の上限と下限に含まれるか否かに基づい
て行う。例えば、日常生活時において、心拍数が４０超１２０未満であれば正常であるも
のと、また心拍数が４０以下又は１２０以上であれば異常と判定する。
【００６３】
　ステップＳ１８では、加速度データに基づいて加速度判定を行う。この加速度判定にお
いては、加速度データに基づいて被験者が運動状態にあるか、或いは静止状態にあるかを
判定する。この判定においても同様に加速度データと所定の閾値とを比較して行うことに
なるが、周知のいかなる方法を適用するようにしてもよい。
【００６４】
　ステップＳ１９では、体温データに基づいて体温判定を行う。例えば予め決められた体
温の範囲で、例えば３４℃超４０℃未満であれば正常であるものと判定し、またこれを逸
脱する場合で、例えば３４℃以下又は４０℃以上であれば異常であるものと判定する。
【００６５】
　次にステップＳ２０に移行し、ステップＳ１７～Ｓ１９における判定結果を組み合わせ
て、被験者の病状を、より具体的には被験者が救急医療を必要としているか否かを識別す
る。表１において、このステップＳ１７～Ｓ２０における判定例を示す。各ステップＳ１
７～Ｓ１９においては、それぞれ表１において規定する各範囲に属すか否かを０又は１で
表示する。ステップＳ２０は、これら各ステップＳ１７～Ｓ１９において、判定結果とし
て出力されてくる０又は１のフラグに基づいて、最終的な病状の識別を行う。
【００６６】
　表１に心拍数、体温、加速度、被験者本人の状態確認に対する判定の関係を示す。この
表１は、あくまで一例であり、この表中に示す数値はいかなる値に置き換えても良い。特
に心拍数、体温、加速度の異常値範囲は個人差があるため、事前測定や医師の判断等によ
り個人毎に設定することが望ましい。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　このステップＳ２０において被験者が正常であるものと判定した場合には、ステップＳ
２１へ移行する。これに対して、このステップＳ１５においてＱＲＳ間隔が正常であるも
のと判定した場合には、特段処理を行うことなくステップＳ１１からのフローを継続して
実行する。
【００６９】
　なお、このステップＳ２０における病状の識別では、ステップＳ１７において判定した
心拍数のみに基づいてこれを実行するようにしてもよい。
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【００７０】
　ステップＳ２１においては、被験者本人に対して異常を通知する。この異常の通知は、
アラーム通知表示部４６を介したユーザへの視覚的な表示、アラーム通知ブザー４７によ
る音声による通知、アラーム通知振動モーター４８による振動、又はこれらの組み合わせ
によって実行するようにしてもよい。その結果、被験者に意識があればステップＳ２２へ
移行して通報解除を行う。これに対して被験者による通報解除が行われない場合には、被
験者が無意識であることを判別し、ステップＳ２７へ移行する。
【００７１】
　ステップＳ２２に移行した場合には、更に被験者本人に病状について自覚症状がある場
合と、心電検出部２７に異常がある場合に分類することができる。被験者本人に病状につ
いて自覚症状がある場合には、ステップＳ２４において被験者は、医療機関に連絡をし、
或いは医療機関に直接足を運び、医師の指示を仰ぐことになる。これに対して心電検出部
２７に異常がある場合（ステップＳ２６）には、心電検出部２７を構成する各電極２１～
２３の再装着を行う。
【００７２】
　被験者本人が無意識であるため、ステップＳ２７に移行した場合には、自動ダイヤル部
５４を介して１１９番へ自動通報する。そして通話状態に移行した後に、音声記憶メモリ
５３に記憶されている音声データを読み出し、音声に変換する（ステップＳ２８）。この
とき、ＧＰＳ機能部５２により現時点における解析装置４の位置情報を取得してこれを通
知するようにしてもよく、また音声データに変換してこれを通知するようにしてもよい。
【００７３】
　被験者が無意識であっても、この音声データに、被験者の名前等の個人情報、現時点に
おいて救急医療を必要としている旨や、現時点における所在地等を含めておくことでこれ
を音声化して電話で通知することが可能となる。ちなみに、この音声データには、予め記
憶させておいた音声データを読み出して再生する場合の他、ステップＳ１７で判定した心
拍数、ステップＳ１８において判定した加速度データに基づく立臥の状態等を音声データ
化して送るようにしてもよい。
【００７４】
　また、被験者が無意識であることを判別した場合には、ステップＳ２９にも移行し、心
電センサデバイス２に対して新たな医療データの送信を要求する。この新たな医療データ
の要求についても、第２の無線回路４２、アンテナ４１を介して心電センサデバイス２へ
と送信する。心電センサデバイス２は、かかる解析装置４による医療データの送信要求を
受けて、ステップＳ１１～Ｓ１３における心電データ、加速度データ、体温データの何れ
か１以上を新たに取得して、これらを新たな医療データとして第１の無線回路３０におい
て無線信号化し、解析装置４へと送信する（ステップＳ３０）。また解析装置４は、かか
る医療データを新たに受信する。
【００７５】
　次にステップＳ３１に移行し、解析装置４は、新たに受信した医療データについてエラ
ーチェックや、誤り訂正等の各処理を行う。またステップＳ３２に移行し、新たに取得し
た医療データは送信可能か否かの判定を行う。そしてステップＳ３３に移行して、医療機
関等にあるパーソナルコンピュータ等を初めとする端末装置にこれを伝送する。これらス
テップＳ２９～Ｓ３３は、何れも解析装置４における第２の制御部４３による制御の下、
実行していくことになる。
【００７６】
　上述したように、本発明を適用したリアルタイム病状解析システム１では、単に心電デ
ータのみならず、加速度データや体温データと組み合わせて被験者の病状を判定すること
が可能となる。このため、被験者の病状をより的確に判断することが可能となる。
【００７７】
　また、本発明を適用したリアルタイム病状解析システム１では、この被験者の病状の判
断を、被験者の腰近傍に取り付けた解析装置４において行うこととし、特許文献１の開示
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技術の如く、解析の都度、携帯電話等により公衆通信網を介して他のデバイスにアクセス
する必要もなくなることから、リアルタイムな解析により適したシステムとなっている。
そして、このリアルタイムな解析の中で特に被験者に異常があったときのみ、意識がある
場合には被験者自身が自ら通報すればよく、必要最小限の通信量で処理することが可能と
なる。また、本発明では、心電センサデバイス２に対しては、各種データの検出や、ＱＲ
Ｓ間隔の抽出等の極めて軽い処理を担わせ、被験者の病状の識別や通報等の負荷の重い処
理を解析装置４に担わせる。その結果、心電センサデバイス２の小型化、軽量化を図るこ
とができ、被験者が心臓近傍にこれを取り付ける際の負担を最小限に抑えることが可能と
なる。
【００７８】
　しかも本発明によれば被験者が無意識状態に陥った場合においても自動的に通報するこ
とができ、特に被験者が１人暮らしで、家族による発見が期待できない場合において、よ
り大きな効果を奏することになる。
【００７９】
　このため、本発明では、特に被験者の心電をリアルタイムに検出するというよりも、む
しろ被験者の病状で特に救急治療が必要か否かをリアルタイムに監視することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明を適用したリアルタイム病状解析システムの全体構成について説明するた
めの図である。
【図２】本発明を適用したリアルタイム病状解析システムを構成する心電センサデバイス
並びに解析装置のブロック構成図である。
【図３】本発明を適用したリアルタイム病状解析システムの動作フローを示す図である。
【図４】通常の心電の基本波形を示す図である。
【図５】このステップＳ１４におけるデータ抽出の詳細について説明するための図である
。
【図６】このステップＳ１４におけるデータ抽出の詳細について説明するための他の図で
ある。
【図７】ＱＲＳ間隔を検出するためのフローチャートである。
【図８】心電図表示システムの一例を示す図である。
【図９】疾病発症予知通報システムの構成図である。
【符号の説明】
【００８１】
１　リアルタイム病状解析システム
２　心電センサデバイス
３　被験者
４　解析装置
２１　不感電極
２２　負電極
２３　正電極
２４　増幅回路
２５　フィルタ回路
２６　温度センサ
２７　心電検出部
２８　加速度センサ
２９　第１の制御部
３０　第１の無線回路
３１　アンテナ
３５　心電データ受信処理部
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３６　情報通信部
４１　アンテナ
４２　第２の無線回路
４３　第２の制御部
４４　フラッシュメモリ
４５　Ｉ／Ｆ回路
４６　アラーム通知表示部
４７　アラーム通知ブザー
４８　アラーム通知振動モーター
５１　表示部
５２　ＧＰＳ機能部
５３　音声記憶メモリ
５４　自動ダイヤル部

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种实时分析疾病状况的系统和方法，通过该系统
和方法可以从心电图等实时地适当地分析佩戴者的疾病状况，而无需与
患者建立通信链路。远程定位基站。 ŽSOLUTION：安装在受试者身上
的心电图仪传感器装置2分别连续检测心电图数据，体温数据和加速度数
据。检测到的心电图数据，体温数据和加速度数据分别被转换成无线信
号，并从传感器装置2传输到安装在对象上的分析器3。此外，基于由分
析仪接收的无线信号中包含的心电图数据，体温数据和加速度数据，区
分当前疾病的状况。 Ž
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